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２０２２０３１１貿局第３号 

輸出注意事項２０２２第７号 

経済産業省貿易経済協力局 

 
 

 
「輸出貿易管理令の運用について」（昭和６２年１１月６日付け輸出注意事項６２

第１１号）の一部を改正する規程を次のとおり制定する。 
 

令和４年３月１５日 
 
 
 
 

経済産業省貿易経済協力局長 飯田 陽一 
 
 
 
 
 

「輸出貿易管理令の運用について」の一部改正について 
 
 
「輸出貿易管理令の運用について」（昭和６２年１１月６日付け輸出注意事項６２

第１１号）の一部を別紙の新旧対照表のとおり改正する。 

 
 

附 則 
この規程は令和４年３月１８日から施行する。 

 
 



（別紙） 
「輸出貿易管理令の運用について」の一部を改正する通達新旧対照表（傍線部分は改正部分） 
○「輸出貿易管理令の運用について」（昭和６２年１１月６日付け輸出注意事項６２第１１号） 

改 正 後 現 行 

（注１）  
（略） 

 輸出貿易管理令別表第１及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定

める省令（平成３年通商産業省令第４９号。以下「貨物等省令」という。） 
 輸出貿易管理令別表第２の３の規定に基づき貨物を定める省令（令和４年経済産

業省令第１５号。以下「別表第２の３貨物省令」という。） 
 （略） 
（注２）（略） 
 
０・１ （略） 
 
２ 輸出の承認 （略） 
 
２－１－１ 輸出令別表第２に掲げられている貨物に関する輸出の承認 
（１） （略） 
（１の２） ベラルーシ又はロシアを仕向地とする貨物の輸出（輸出令別表第２の

３に掲げる貨物に限る。）、ウクライナ（ドネツク州及びルハンスク州の区域の

うち、経済産業大臣が告示で定める区域に限る。）を仕向地とする貨物の輸出

及びベラルーシ又はロシアを仕向地とする貨物の輸出（経済産業大臣が告示で

指定する者との直接又は間接の取引によるものに限る。）については、原則と

して承認を行わない。ただし、別に定める輸出承認基準に該当する場合には承

認を行うことがある。 
（２）～（５） （略） 

 
 
 
 
 

 
（６）輸出令別表第２の３の解釈 

輸出令別表第２の３解釈は、次の表に掲げるところにより行う。 

輸出令 
別表第 
２の項 

輸出令別表 
第２中解釈

を要する語 

 
解           釈 
 

（略） （略） （略） （略） 

（注１）  
（略） 

 輸出貿易管理令別表第１及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定め

る省令（平成３年通商産業省令第４９号。以下「貨物等省令」という。） 
（新設） 
 
 （略） 
（注２） （略） 
 
０・１ （略） 
 
２ 輸出の承認 （略） 
 
２－１－１ 輸出令別表第２に掲げられている貨物に関する輸出の承認 
（１） （略） 
（新設） 
 
 
 
 
 
 
（２）～（５） （略） 

 
 
 
 
 

 
（新設） 
 

輸出令 
別表第 
２の項 

輸出令別表 
第２中解釈

を要する語 

 
解           釈 
 

（略） （略） （略） （略） 



なお、輸出令別表第２の３中、次の表の「輸出令別表第２の３第二号」の欄

に掲げる事項について、それぞれ「輸出令別表第２の３第二号（これに基づく

別表第２の３貨物省令を含む。）中解釈を要する語」の欄に掲げる語は「解釈」

の欄に掲げるところにしたがって解釈するものとし、「解釈」の欄が左右の二

欄にわかれているときは、当該「輸出令別表第２の３中解釈を要する語」欄に

掲げる語は、それぞれ左欄に掲げるものを含み、右欄に掲げるものを除くもの

として解釈するものとするほか、１－１（７）（イ）の解釈を準用する。 
 
輸出令 
別表第 
２の３

第２号 

輸出令別表 
第二の三中

解釈を要す

る語 

 
解           釈 

 

イ 
 
 
 
 

エネルギー

密度 
平均出力（Ｗ）に放電時間（ｈ）を乗じて得た数値を、

セルの質量（ｋｇ）で除した数値をいい、公称電圧にア

ンペア時間で表した公称容量を乗じて得た数値を、キロ

グラムで表した質量で除すことで計算される。公称容量

が示されていない場合のエネルギー密度は、公称電圧を

二乗して得た数値に、時間で表した放電時間を乗じ、か

つ、オームで表した放電負荷とキログラムで表した質量

で除して計算することとする。 
セル 電気化学デバイスであって、正極、負極及び電解質を有

し、かつ、電気エネルギー源であるもののうち、バッテ

リーの基本的な構成部品であるものをいう。 
一次セル 外部電源から充電できるように設計されていないもの

をいう。 
二次セル 外部電源から充電できるように設計されているものを

いう。 
超電導電磁

石 
 医療用の磁気共鳴画像診断の

ために設計したものを除く。 
ロ アナログ方

式のオシロ

スコープの

部分品 

特別に設計した以下の

部品を含む。 
イ プラグインユニッ

ト 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
（新設） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ロ 外部アンプ 
ハ プリアンプ 
二 サプリングデバイ

ス 
ホ 陰極線管 
 
 

ニ 
 

別表第２の

３貨物省令

第４条第二

号中の装置 

イメージングデバイ

ス、光電子素子、弾性

波デバイスのようなそ

の他のデバイスの製造

に使用される装置、又

はこれらの製造で使用

するために改造した装

置を含む。 

 

材料の加工

装置 
 材料の加工装置であって、特別

に設計した石英製の炉管、炉ラ

イナー、パドル（攪拌棒）、ボ

ート（特別に設計した籠入れ方

式のボートを除く。）、バブラ

ー、カセット又はるつぼを除

く。 
結晶の引上

げ装置及び

炉 

 拡散炉及び酸化炉を除く。 

バッチ方式 単一ウエハーの製造加工のために特別に設計したもの

ではない装置であって、同時に２枚以上のウエハーを加

工することができるものをいう。 
単一ウエハ

ー方式 
単一ウエハーの製造加工のために特別に設計したもの

をいう。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



エッチングパラメータ

が各個別のウエハーに

ついて独立して決定で

きるものであって、複

数のウエハーを装填し

加工することができる

装置を含む。 

 

化学的気相

成長装置 
 減圧気相成長（LPCVD 装置）、

反応性スパッタリング法を用

いた装置を除く。 
別表第２の

３貨物省令

第４条第二

号イ（十）中

の電子ビー

ム装置 

 電子ビーム蒸着装置及び汎用

の走査型電子顕微鏡を除く。 

ウエハーの

表面仕上げ

装置 

 半導体ウエハーの表面平坦化

のために行う片面のラッピン

グ研磨装置を除く。 
マスク 電子ビーム、エックス線、紫外線、可視光の露光装置で

使用されるものをいう。 

別表第２の

３貨物省令

第４条第二

号ロ（四）１

及び２中の

装置 

 写真光学方式を用いたマスク

製造装置であって、1980 年１

月１日以前に商業用のものと

して入手できたもの又は同等

以下の性能を有するものを除

く。 
別表第２の

３貨物省令

第４条第二

号ロ（五）中

の検査装置 

 汎用の走査型電子顕微鏡を除

く（ただし、自動パターン検査

用に特別に設計し、又は改造し

たものを除く。）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



別表第２の

３貨物省令

第４条第二

号ロ（六）中

の露光装置 

 光学方式の接触型及び近接型

のマスク整列露光装置又は接

触型の画像転写装置を除く。 

別表第２の

３貨物省令

第４条第二

号ロ（七）中

の装置 

電子ビーム、イオンビーム又はＸ線装置であって直接描

画方式のものは、別表第２の３貨物省令第４条第二号イ

（十）をいう。 

別表第２の

３貨物省令

第４条第二

号ハ中の集

積回路の組

立用の装置 

 汎用の抵抗スポット溶接機を

除く。 

ホ 
 
 

別表第２の

３貨物省令

第５条第二

号中の試験

装置及び検

査装置 

半導体素子以外（イメ

ージングデバイス、光

電子素子、弾性波デバ

イスなど）の検査若し

くは試験に使用される

装置又はこれらの検査

若しくは試験で使用す

るために改造した装置

を含む。 

 

別表第２の

３貨物省令

第５条第二

号イ中の検

査装置 

 汎用の走査型電子顕微鏡（自動

パターン検査用に特別に設計

し、又は改造したものを除く。）

を除く。 

別表第２の

３貨物省令

第５条第二

光電池及び太陽電池を

含む。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



号ニ（一）中

の半導体素

子 
別表第２の

３貨物省令

第５条第二

号ニ（二）中

の試験対象 

 次のいずれかに該当するもの

の試験を行うために特別に設

計したものを除く。 
イ メモリー 
ロ 家庭用及び娯楽用の組立

品又は電子組立品など 
ハ 貨物等省令第六条第一号

から第八号の四まで又は別表

第２の３貨物省令第１条イに

該当しない電子機器の部品、部

分品、組立品及び集積回路（当

該試験装置が使用者によるプ

ログラムの書換えが可能な計

算装置を組込んでいないもの

に限る。）。 
別表第２の

３貨物省令

第５条第二

号ニ（二）１

及び２中の

パターンレ

ート 

試験装置の最大デジタル動作周波数をいう。試験装置が

非多重モードにおいて転送することができる最大デー

タ速度に等しい。試験速度、最大デジタル周波数又は最

大デジタル速度ともいう。 

別表第２の

３貨物省令

第５条第二

号ホ中のレ

ーザーシス

テム及び電

子ビーム試

験装置 

 走査型電子顕微鏡を除く（電源

を入れた半導体素子の非接触

プローブのために特別に設計

し、その機能を備えたものを除

く。）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



別表第２の

３貨物省令

第７条中の

電子計算機

及びその附

属装置 

イ 通信装置用のデジタル電子計算機及び附属装置で

あって、他の装置の主要な要素に該当しない場合は、貨

物等省令第２０条を参照のこと。 
ロ デジタル電子計算機及びその附属装置のための技

術は、貨物等省令第２０条で判定すること。 
 他の装置の主要な要素となっ

ていないものであって、その機

能が当該他の装置のために特

別に設計した信号処理又は画

像強調装置であり、かつ、その

機能が当該他の装置に必要な

機能に限定されるものを除く。 

別表第２の

３貨物省令

第７条第三

号中の電子

計算機 

電子組立品及びプログラム可能な内部接続であって、加

重最高性能（APP）が別表第２の３貨物省令第７条第二

号に該当しないもののうち、装置に組み込まれていない

電子組立品として出荷されるものに限る。 
 イ 電子組立品であって、その

設計内容により別表第２の３

貨物省令第７条第七号に該当

する部品として使用するよう

に設計したものを除く。 
 
ロ デジタル電子計算機又は

それに関連する計算機の最大

性能が別表第２の３貨物省令

第７条第二号を超えないよう

に設計又は改修したものを除

く。 
別表第２の

３貨物省令

第７条第六

号中の附属

 内部相互接続機器（バックプレ

ーン、バスなど）、受動的なデ

ータ転送接続機器、ローカルエ

リアネットワーク用機器又は

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



装置 通信チャネルコントローラー

を除く。 
チ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

別表第２の

３貨物省令

第８条第二

号中の伝送

通信装置 

イ 次のいずれかに該当するもの 
(一) 無線装置（例えば、送信機、受信機及び送受信機） 
(二) 回線終端装置 
(三) 中継増幅器 
(四) 中継装置 
(五) 再生中継装置 
(六) 符号変換装置（トランスコーダ） 
(七) 多重化装置（統計的多重化を含む。） 
(八) 変調器/復調器（モデム） 
(九) 多重変換装置（CCITT 勧告 G701 参照） 
(十) プログラム内蔵方式によるデジタル相互接続装

置 
(十一) ゲートウェイ及びブリッジ 
(十二) メディアアクセスユニット 
ロ 次のいずれかを伝送路とする単一又は複数チャネ

ルの通信で使用するように設計したもの 
(一) 電線（回線） 
(二) 同軸ケーブル 
(三) 光ファイバーケーブル 
(四) 電磁放射 
(五) 水中の音波伝播 

別表第２の

３貨物省令

第８条第二

号イに掲げ

る貨物 

 民間用の人工衛星システムに

組み込まれて用いられるよう

に特別に設計した装置を除く。 

別表第２の

３貨物省令

第８条第二

号ニ中の装

置 

ローカルエリアネットワーク用の装置を組み込んでい

る場合は、全ての通信インタフェースを対象とする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



別表第２の

３貨物省令

第８条第二

号ホ（二）中

のアナログ

伝送方式を

用いたもの

であって、帯

域幅が四五

メガヘルツ

を超えるも

の 

 商用テレビを除く。 

別表第２の

３貨物省令

第８条第二

号へ（一）及

び（二）中の

無線送信機

又は無線受

信機 

 国際電気通信連合が割り当て

た 26.5GHz から 31GHz まで

の間の周波数帯域に適合する

民生用の装置を除く。 

別表第２の

３貨物省令

第８条第二

号へ（三）～

（六）中の線

送信機又は

無線受信機 

 民間用の人工衛星システムに

組み込まれて用いられるよう

に特別に設計した装置を除く。 
 
国際電気通信連合が定める周

波数範囲のみ使用できるもの

のうち、960 MHz 以下の周波

数で使用できるように設計し

たもの又は総合伝送速度が

8.5M ビット毎秒以下のものを

除く。 
プログラム

内蔵方式の

交換機能を有するデジ

タル入出力の統計的な

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



電子式交換

装置 
多重化装置を含む。 

別表第２の

３貨物省令

第８条第三

号八中の多

重レベルの

優先権及び

プリエンプ

ション 

 単一レベルの呼のプリエンプ

ションを除く。 

別表第２の

３貨物省令

第８条第三

号チ中のパ

ケット交換

機又はルー

ター 

 規制値を超えないポート又は

回線のものを除く。 

別表第２の

３貨物省令

第８条第三

号チ（一）中

の通信制御

装置 

 別表第２の３貨物省令第８条

第二号イで個々に規制されな

い通信チャネルのみから構成

される多重化複合リンクを除

く。 

別表第２の

３貨物省令

第８条第五

号中のトラ

フィック制

御 

統計的なトラフィック

条件の予測機能として

のトラフィック制御を

含む。 

 

別表第２の

３貨物省令

第８条第六

号中のフェ

 国際民間航空機関の標準（マイ

クロ波着陸システム（MLS））
に準拠する計器を有する着陸

管制システムを除く。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ーズドアレ

ーアンテナ 
ヨ 別表第２の

３貨物省令

第１５条中

の光学フィ

ルター 

 固定式のエアギャップ型フィ

ルター又はリオフィルターを

除く。 

タ 別表第２の

３貨物省令

第１６条第

五号ロ（二）

中の持続波

レーザー発

信器 

 多重横モードで発振する産業

用レーザー発振器であって、定

格出力が 2kW 以下のものの

うち、総重量が 1,200kg を超

えるものを除く。総重量には、

レーザー発振器を機能させる

ために必要なすべての部分品

（例えば、レーザー発振器、電

源、熱交換器）を含み、ビーム

調整及びビームデリバリーの

ための外部の光学器械又は光

学部品を除く。 
レ 別表第２の

３貨物省令

第１７条第

一号中の感

度 

機器固有のノイズフロア（測定可能な最も小さい信号）

の二乗平均平方根をいう。 

ム 別表第２の

３貨物省令

第２３条第

一号イ中の

ふっ化化合

物 

ふっ化ジルコニウム又

はふっ化アルミニウム

及びこれらの異性体を

含む。 

 

ノ 別表第２の

３貨物省令

第２６条第

IEEE 規格 208/1960 又はこれと同等の規格で定める解

像度をいう。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
２－１－１の２ （略） 
２－１－１の３ ベラルーシ、ロシア又はウクライナを仕向地とする貨物に関する

輸出の承認 
ベラルーシ、ロシア又はウクライナを仕向地とする輸出令第２条第１項第一

号の三から第一号の七までに規定する輸出については、原則として承認を行わ

ない。ただし、別に定める輸出承認基準に該当する場合には承認を行うことが

ある。 
２－１－２～４－２－１ （略） 
 
４－２－２ 輸出令別表第５の解釈及び取扱い 
（１） （略） 
（２）輸出令別表第５第二号に規定する無償の商品見本は、次に掲げるものであっ

一号中の空

気中で計測

された解像

度 
ク 別表第２の

３貨物省令

第２８条第

三号の航空

機用のガス

タービンエ

ンジン及び

その部分品 

 民間航空機に使用することに

なっている航空機用のガスタ

ービンエンジン及びその部分

品であって、８年を超える期間

において民間航空機に使用さ

れたものを除く。 

別表第２の

３貨物省令

第２８条第

四号の航空

機の部分品 

８年を超える期間にお

いて民間航空機に使用

されたものを含む。 

 

ヤ 別表第２の

３貨物省令

第２９条の

落下傘 

 スポーツ用のものを除く。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２－１－１の２ （略） 
（新設） 
 
 
 
 
２－１－２～４－２－１ （略） 
 
４－２－２ 輸出令別表第５の解釈及び取扱い 
（１） （略） 
（２）輸出令別表第５第二号に規定する無償の商品見本は、次に掲げるものであっ



て、無償で輸出されるものをいう。ただし、輸出令別表第２の３５及び３５の

２の項の中欄に掲げる貨物であって、同項下欄に掲げる地域を仕向地とするも

の並びに北朝鮮を仕向地とする貨物は輸出特例とはならない。また、輸出令第

２条第１項第一号の三から第一号の七までに規定するベラルーシ、ロシア又は

ウクライナを仕向地とする貨物も輸出特例とはならない。 
なお、商品見本を展示するための器具については、展示のために必要と認め

られる限度において、便宜商品見本に含まれるものとして取り扱って差し支え

ない。 
（イ）・（ロ） （略） 
（３）輸出令別表第５第二号 に規定する無償の宣伝用物品は、次に掲げるもので

あって、無償で輸出されるものをいう。ただし、輸出令別表第２の３５及び３

５の２の項の中欄に掲げる貨物であって、同項下欄に掲げる地域を仕向地とす

るもの並びに北朝鮮を仕向地とする貨物は輸出特例とはならない。また、輸出

令第２条第１項第一号の三から第一号の七までに規定するベラルーシ、ロシア

又はウクライナを仕向地とする貨物も輸出特例とはならない。 
（イ）・（ロ） （略） 
（４）～（１１） （略） 
（１２）輸出令別表第５第十二号に規定する「本邦に輸入された後無償で輸出され

る貨物であって、輸入の際の性質及び形状が変わっていないもの（経済産業大

臣が告示で定めるものを除く｡）」の取扱いは次による。ただし、輸出令別表第

２の２０、２１、２１の２、２５、３５及び３５の２の項の中欄に掲げる貨物

であってそれぞれの項の下欄に掲げる地域を仕向地とするもの、北朝鮮を仕向

地とする貨物、輸出令第２条第１項第一号の三から第一号の七までに規定する

ベラルーシ、ロシア又はウクライナを仕向地とする貨物並びに同告示第三号及

び第四号に該当する貨物は輸出特例とはならない。 
  （イ）～（ハ） （略） 
（１３）輸出令別表第５第十四号に規定する貨物は、無償で輸出すべきものとして

無償で輸入した貨物及び無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物を

定める告示に定められているが、その取扱いは、次による。 
ただし、北朝鮮を仕向地とする貨物、輸出令第２条第１項第一号の三から第

一号の七までに規定するベラルーシ、ロシア又はウクライナを仕向地とする貨

物並びに同告示第一号４の項に該当する貨物のうち輸出令別表第２の２１の

２及び３５の２の項の中欄に掲げる貨物であって、同項下欄に掲げる地域を仕

向地とするもの、は輸出特例とはならない。 

て、無償で輸出されるものをいう。ただし、輸出令別表第２の３５及び３５の

２の項の中欄に掲げる貨物であって、同項下欄に掲げる地域を仕向地とするも

の並びに北朝鮮を仕向地とする貨物は輸出特例とはならない。 
なお、商品見本を展示するための器具については、展示のために必要と認め

られる限度において、便宜商品見本に含まれるものとして取り扱って差し支え

ない。 
 
 

（イ）・（ロ） （略） 
（３）輸出令別表第５第二号 に規定する無償の宣伝用物品は、次に掲げるものであ

って、無償で輸出されるものをいう。ただし、輸出令別表第２の３５及び３５

の２の項の中欄に掲げる貨物であって、同項下欄に掲げる地域を仕向地とする

もの並びに北朝鮮を仕向地とする貨物は輸出特例とはならない。 
 
 
（イ）・（ロ） （略） 
（４）～（１１） （略） 
（１２）輸出令別表第５第十二号に規定する「本邦に輸入された後無償で輸出され

る貨物であって、輸入の際の性質及び形状が変わっていないもの（経済産業大

臣が告示で定めるものを除く｡）」の取扱いは次による。ただし、輸出令別表第

２の２０、２１、２１の２、２５、３５及び３５の２の項の中欄に掲げる貨物

であってそれぞれの項の下欄に掲げる地域を仕向地とするもの、北朝鮮を仕向

地とする貨物並びに同告示第三号及び第四号に該当する貨物は輸出特例とはな

らない。 
 
（イ）～（ハ） （略） 

（１３）輸出令別表第５第十四号に規定する貨物は、無償で輸出すべきものとして

無償で輸入した貨物及び無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物を定

める告示に定められているが、その取扱いは、次による。 
ただし、北朝鮮を仕向地とする貨物並びに同告示第一号４の項に該当する貨

物のうち輸出令別表第２の２１の２及び３５の２の項の中欄に掲げる貨物であ

って、同項下欄に掲げる地域を仕向地とするものは輸出特例とはならない。 
 
 
 



（イ）～（ホ）（略） 
（１４）輸出令別表第５第十五号に規定する貨物は、無償で輸出すべきものとして

無償で輸入した貨物及び無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物を

定める告示に定められているが、その取扱いは、次による。 
ただし、同告示第二号１、２及び６の項に該当する貨物であって、北朝鮮を

仕向地とするもの、並びに輸出令第２条第１項第一号の三から第一号の七まで

に規定するベラルーシ、ロシア又はウクライナを仕向地とする貨物は輸出特例

とはならない。 
同告示第二号２に規定する「通関手帳により輸入すべきものとして通関手帳

により輸出する貨物」とは、ＡＴＡ条約に基づき（社団法人）国際商事仲裁協

会により発給された通関手帳に基づき輸出する貨物で、かつ、通関手帳の有効

期間内に本邦に輸入される貨物をいう。 
４－２―４～４－３ （略） 
 
５～１３ （略） 
別表第１ （略） 
別表第２ 輸出承認等事務の取扱区分 
（略） 
別紙第１ 輸出令第２条第１項第一号から第一号の七までの規定に基づく別表第

２に掲げる貨物及び北朝鮮を仕向地とする貨物並びにベラルーシ、ロシア

又はウクライナを仕向地とする貨物（輸出令第２条第 1項第一号の三から

第一号の七までの貨物に限る。）に係る承認事務の取扱区分 
１ 経済産業局又は沖縄総合事務局において輸出の承認を行う貨物 
（１） （略） 
（２）輸出令別表第２の３６の項の中欄に掲げる貨物（２（２）に掲げるものを除

く。）であって、サボテン科のうちサボテン科全種、そてつ科のうちそてつ科

全種（人工的に繁殖されたものに限る。）、ゆり科のうちアロエ属全種、らん科

のうちらん科全種（人工的に繁殖されたものに限る。）及びさくらそう科のう

ちシクラメン属全種 
２ 貿易審査課において輸出の承認を行う貨物 
（１） （略） 
（２）北朝鮮を仕向地とする貨物並びにベラルーシ、ロシア又はウクライナを仕向

地とする貨物（輸出令第２条第 1 項第一号の三から第一号の七までの貨物に限る。） 
 
別表第３ 輸出関係書類の記載要領 

（イ）～（ホ）（略） 
（１４）輸出令別表第５第十五号に規定する貨物は、無償で輸出すべきものとして

無償で輸入した貨物及び無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物を定

める告示に定められているが、その取扱いは、次による。 
ただし、同告示第二号１、２及び６の項に該当する貨物であって、北朝鮮を

仕向地とするものは輸出特例とはならない。 
 

同告示第二号２に規定する「通関手帳により輸入すべきものとして通関手帳

により輸出する貨物」とは、ＡＴＡ条約に基づき（社団法人）国際商事仲裁協

会により発給された通関手帳に基づき輸出する貨物で、かつ、通関手帳の有効

期間内に本邦に輸入される貨物をいう。 
 
４－２―４～４－３ （略） 
 
５～１３ （略） 
別表第１ （略） 
別表第２ 輸出承認等事務の取扱区分 
（略） 
別紙第１ 輸出令第２条第１項第１号及び第１号の２の規定に基づく別表第２に掲

げる貨物及び北朝鮮を仕向地とする貨物に係る承認事務の取扱区分 
 
 
１ 経済産業局又は沖縄総合事務局において輸出の承認を行う貨物 
（１） （略） 
（２）輸出令別表第２の３６の項の中欄に掲げる貨物（北朝鮮を仕向地とする貨物

を除く。）であって、サボテン科のうちサボテン科全種、そてつ科のうちそてつ

科全種（人工的に繁殖されたものに限る。）、ゆり科のうちアロエ属全種、らん

科のうちらん科全種（人工的に繁殖されたものに限る。）及びさくらそう科のう

ちシクラメン属全種 
２ 貿易審査課において輸出の承認を行う貨物 
（１）（ 略） 
（２）北朝鮮を仕向地とする貨物 
 
別表第３ 輸出関係書類の記載要領 



１ 輸出許可申請書、輸出承認申請書及び輸出許可・承認申請書（輸出令第２条第

１項第二号に該当する場合を除く。） 
１－０～１－４ （略） 
１－５ 「取引の明細」の「商品内容明細」の欄 
１－５－１・１－５－２ （略） 
１－５－３ 「輸出貿易管理令」の欄 

輸出貨物が輸出令別表第１の中欄に掲げる貨物に該当する場合にあっては、当

該項の番号及び中欄の括弧の番号を記載する。ただし、輸出令別表第１の１６の

項の中欄に掲げる貨物にあっては、「１６項」と記載する。また、輸出貨物が輸

出令別表第２の中欄に掲げる貨物に該当し、かつ、当該貨物の仕向地が同表下欄

に掲げる地域に該当する場合にあっては、当該項の番号及び中欄の括弧の番号を

記載すること。輸出令第２条第１項第一号の三から第一号の七までの貨物に該当

する場合にあっては、貨物名称（輸出令別表第２の３の第二に掲げる貨物の場合

は貨物番号）を記載すること。なお、２以上の貨物が同一の輸出許可申請書、輸

出承認申請書及び輸出許可・承認申請書に記載される場合には、該当する項の番

号を全て記載する。 
１－５－４～１－５－６ （略） 
２・３ （略） 
 
（以下、略） 

１ 輸出許可申請書、輸出承認申請書及び輸出許可・承認申請書（輸出令第２条第

１項第二号に該当する場合を除く。） 
１－０～１－４ （略） 
１－５ 「取引の明細」の「商品内容明細」の欄 
１－５－１・１－５－２ （略） 
１－５－３ 「輸出貿易管理令」の欄 

輸出貨物が輸出令別表第１の中欄に掲げる貨物に該当する場合にあっては、当

該項の番号及び中欄の括弧の番号を記載する。ただし、輸出令別表第１の１６の

項の中欄に掲げる貨物にあっては、「１６項」と記載する。また、輸出貨物が輸出

令別表第２の中欄に掲げる貨物に該当し、かつ、当該貨物の仕向地が同表下欄に

掲げる地域に該当する場合にあっては、当該項の番号及び中欄の括弧の番号を記

載すること。なお、２以上の貨物が同一の輸出許可申請書、輸出承認申請書及び

輸出許可・承認申請書に記載される場合には、該当する項の番号を全て記載する。 
 
 
 
１－５－４～１－５－６ （略） 
２・３ （略） 
 
（以下、略） 

 
 


